
審 査 基 準 （ 公 表 用 ）           様式第３号 

所管課    産業政策課    

法 令 名 中小企業等協同組合法 法令の番号 昭和２４年法律第１８１号 

手  続  名 事業協同組合等の定款の変更の認可 根 拠 条 項 第５１条第２項 
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 第５１条第２項の規定による事業協同組合等の定款の変更の認可に係る審査基準については、第２７条の２第１項の規定による事業協

同組合等の設立の認可に係る審査基準を準用する。 
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